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D-246 フェリチン定量（半定量を含む）（鉄欠乏性貧血疑いに対する回

数） 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、鉄欠乏性貧血疑いに対するフェリチン定量（半定量を含む）

の算定は 3か月に 1 回まで認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 フェリチン定量（半定量を含む）は MCV（末梢血液一般検査）の数値

に異常がある場合に、検査結果から鉄欠乏性貧血を疑って実施すべきであ

り、毎月又は定期的に実施する必要はない。 

 貯蔵鉄の変動が急激ではないことを考慮すると頻回な測定は不要であ

り、その頻度は概ね 3月に 1 回が妥当であると整理した。 

 


